
１  当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を

行っている保険医療機関です。 

 

 

医科連携訪問加算は、入院患者さんの口腔管理を充実さ

せるために、令和８年診療報酬改定で新設された評価制度

です。 

この加算は、歯科診療を行っていない保険医療機関に入

院中の患者さんに対して、連携する歯科医療機関が歯科訪

問診療を行った場合に適用されます。 

 

当院は、以下の医療機関と連携体制を構築しています。 

 

 

≪連携機関≫ 

新里クリニック浦上 

 

 

2026 年 6 月１日 

長崎大学病院長 

医科連携訪問加算について 


